
 

 
  

 

 
ベトナム航空及び株式会社エムエスツーリストと 

国際定期便就航に向けた覚書・連携協定を締結します 

１２月１３日（水） 15:40～＠島根県庁 

 

 島根県は、ベトナム航空（日本支社 所在地：東京都千代田区 総支配人：ゴー・シー・

アイン）及び株式会社エムエスツーリスト（所在地：東京都品川区 代表取締役社長：林

邦興）との間で、観光分野等での相互協力と緊密な連携を通じた、島根・ベトナム間にお

ける国際定期便の就航実現を目的とした覚書等を締結することとなりました。 

 このことについて、丸山知事が県庁で関係者とともに覚書等への署名を行います。 
 

■背景、経緯 

 令和５年７月、島根県と出雲市で連携し、ベトナム航空や駐日ベトナム大使館、関係旅行会社を 

招請した県内視察ツアー（FAMツアー）を実施したところ、豊かな食文化や美しい景観、神秘的な 

神社仏閣等について高い評価を頂きました。 

 こうした FAMツアーでの評価を踏まえ、ベトナム航空をはじめベトナム関係者の方々に対する 

働きかけや協議を重ねた結果、定期便就航に向けて島根県とベトナム航空との間で連携・協力して 

取組を進めていくとの方向性で一致したところです。 

本年が日越外交樹立50周年に当たり、関係者で連携して取組を開始し、「ご縁」を深める良いタ

イミングであることも踏まえ、今般、島根県としても悲願である国際定期便就航を実現するべく、

相互に必要な取組を着実に進められるよう、覚書等を締結することといたします。 
 

■覚書等の締結式 

日 時：令和５年12月13日（水）15時 40分～ 

場 所：島根県庁 ３階 301会議室 

参加者：ベトナム航空日本支社 ゴー・シー・アイン 総支配人 様 ほか 

    株式会社エムエスツーリスト 和田 幸治 部長代理 様 ほか 

    島根県 丸山知事 

その他：締結式終了後、３者で共同記者会見を行います。 

 

■取材について（事前申し込みが必要です） 

取材を希望される場合は、別添取材申込票により、令和５年12月 13日（水）14:00までに 

FAX（0852-22-6511）でお申し込みください。 

 

島根県 地域振興部 交通対策課   

担当者名 山影、長尾、足立 

TEL    0852-22-5898               

Email  koutuu@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和 5年 12 月 12 日（火） 

 



 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 5 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/shinkikakujuR5.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生計画 

Ⅲ地域を守り、のばす 

 ４地域振興を支えるインフラの整備 

  ⑵空港・港湾の機能拡充と利用促進 

   ①航空路線の維持・充実と空港機能の拡充 


